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　平成28年度個人事業税の第2期分の納付書は、
11月中旬に発送されます。
　納付期間は11月21日(月)から11月30日(水)まで
となりますので、期限内に納付をお願いします。
　なお、すでに口座振替の手続きをされている方
は、11月30日(水)に口座引き落としになりますの
で、残高の確認をお願いします。
　詳しく知りたい方、新たに口座振替制度の申し
込みを希望される方は、下記までお問い合わせく
ださい。

　農作物への被害抑制を図るため、有害鳥獣の捕
獲に必要な免許を取得した方に、対象経費の3分
の1以内の額（限度額 5,000円）を助成金として
交付します。対象となる方は、下記により申請し
てください。申請書は市ホームページからダウン
ロードできます。
○対 象 者　次の条件をすべて満たす方
　1.第１種銃猟免許または、わな猟免許を新たに
　　取得した方
　2.市内に住所を有する方
　3.市税等を滞納していない方
○助成対象経費
　1.狩猟免許申請手数料及び当該申請に要する医
　　師の診断書料
　2.狩猟免許試験予備講習会受講料
　3.銃猟等講習会受講料
○申請方法
　　申請書に必要事項を記入のうえ、狩猟免状及
　び助成対象経費に係る領収書の写しを添付し提
　出してください。

　国営那珂川沿岸農業水利事業で建設された御
前山ダムは、まもなく周囲の山々が紅葉する時
期となります。紅葉を楽しんでもらうため、ダ
ムの管理敷地内の一般開放を行います。
　希望する方には、ダム堤体内部の管理用の監
査廊を、期間中13:30から30分程度職員が案内
します。
　内部は濡れている箇所や、約50ｍの急な階段
がありますので、滑りにくい靴の着用をお願い
します。希望者が多数の場合は、時間の調整を
行うことがあります。
※監査廊とは
　ダム堤体内部の管理用の通路で、ダムの挙動を
計測するための計器が配置されています。
○日　　時　　11月18日(金) ～ 20日(日)
　　　　　　　9:00 ～ 16:00
○場　　所　　御前山ダム管理所敷地及びダムの
　　　　　　　堤体上部敷地
○主　　催　　関東農政局那珂川沿岸農業水利事業所

　茨城労働局は、県最低賃金を時間額771円(昨
年度額より24円引き上げ)に改正決定しました。
　10月1日(土)から県内の全産業・全労働者に適
用されています。
　賃金額が最低賃金を下回る雇用契約は、労使双
方の合意であっても、最低賃金法により、賃金額
については無効とされ、最低賃金と同額の契約を
したものとみなされます。
　詳しくは、茨城労働局賃金室または、最寄りの
労働基準監督署までお問い合わせください。
　最低賃金引き上げに向けた支援策については、
下記の相談窓口や助成金が利用できます。

【最低賃金ワン・ストップ無料相談窓口】
　茨城県最低賃金総合相談支援センター
　☎0800-800-4864

【業務助成金】
　上記センターのほか、茨城労働局雇用環境・均等室
　☎029-277-8294

【キャリアアップ助成金】
　茨城労働局職業対策課　☎029-224-6219

【茨城県最低賃金について】

個人事業税の納税について 狩猟免許取得助成金について

御前山ダム一般開放のお知らせ

茨城県最低賃金が改定されました

　 常陸太田県税事務所課税第一課個人事業税担当
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